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◎個人に
①悉皆性（住民票を有する全員に付番）
②唯一無二性（1人1番号で重複の無いように付番）
③「民-民-官」の関係で流通させて利用可能な視認性（見える番号）
④最新の基本４情報（氏名、住所、性別、生年月日）と関連付けられている
新たな「個人番号」を付番する仕組み。

◎法人等に上記①～③の特徴を有する「法人番号」を付番する仕組み。

◎複数の機関間において、それぞれの
機関ごとに個人番号やそれ以外の番
号を付して管理している同一人の情
報を紐付けし、相互に活用する仕組
み

連携される個人情報の種別やその利用事務
を番号法で明確化
情報連携に当たっては、情報提供ネット
ワークシステムを利用することを義務付け
（※ただし、官公庁が源泉徴収義務者とし
て所轄の税務署に源泉徴収票を提出する
場合などは除く）

◎個人が自分が自分であることを証明
するための仕組み

◎個人が自分の個人番号の真正性を証
明するための仕組み。

ＩＣカードの券面とＩＣチップに個人番号
と基本４情報及び顔写真を記載した個人番
号カードを交付
正確な付番や情報連携、また、成りすまし
犯罪等を防止する観点から不可欠な仕組み

①付番

③本人確認②情報連携

社会保障・税番号制度の仕組み
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「住
民
」と
「行
政
」の
両
者
に
と
っ
て
過
重
な
負
担

各種手当の申請時に必要となる情報（例）
・住民票関係情報（市町村長）
・地方税関係情報（市町村長）
・障害者関係情報（都道府県知事）
・医療保険給付関係情報（医療保険者）
・年金給付関係情報（公的年金給付の支給者）

行 政住 民

① 確認作業等に係る業務に多大のコスト
• 住民に提供されるサービスの受給判定のために、他自治体、関係機関
から収受した情報を確認する手間・作業の負担が大きい。

• 外部から提供されたデータと自治体内で保管するデータとを結びつけ
る作業時に、転記・照合・電算入力ミスが発生する可能性。

• 手作業による事務、書類審査が多く、手間と時間、費用がかかる。

② 業務間の連携が希薄で、重複して作業を行うな
ど、無駄な経費が多い。

各種手当の申請時、関係各機関を
回って、添付書類を揃える。

各種添付
書類等

行政機関・地方公共団体等の間や、各団体内部の業務間に
おける情報の連携が不足していること等から、本来給付を受
けることができるが未受給となっている者がいる一方で、本
来給付を受けることができないにもかかわらず不正に給付を
受けている者がいる状況が発生。

年金支給者 市役所

県庁医療保険者

番号制度導入によるメリット～導入前～
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諸手当申請書

社会保障給付等の申請を行う際に必要となる情報につき、申請者が添付
書類等を付することによるのではなく、申請を受けた行政機関等が、関係
各機関に照会を行うことで取得することが可能となるため、申請者が窓口
で提出する書類が簡素化されることとなる。

行政機関、地方公共団体その他の行政
事務を処理する者が保有する個人の情
報が、同一人の情報であるということの
確認を行うことができ、行政機関、地方公
共団体等の間において当該個人情報の
照会・提供を行うことが可能となる。

行政機関等の
受付窓口

市町村
サーバー

年金支給者
サーバー

地方税関係情報

世帯情報

年金給付関係情報

医療保険者
サーバー

市町村
サーバー

番号で、こう変わる

行政機関等の間や業務間の連携が行わ
れることで、より正確な情報を得ることが
可能となり、真に手を差し伸べるべき者に
対しての、よりきめ細やかな支援が期待さ
れる。

都道府県
サーバー

障害者関係情報

医療保険
給付関係情報

提供

照会

番号制度導入によるメリット～導入後～
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社会保障・税番号制度の全体スケジュール

平成25年５月 番号関連法の成立・公布

平成26年度～ システム改修等の設計・構築

平成27年10月～ 国民への個人番号の通知の開始

平成28年１月～ 順次、個人番号の利用の開始

個人番号カードの交付の開始
（個人の申請により市町村が交付）

平成29年１月～ 国の機関間での情報連携の開始

平成29年７月目途～ 地方公共団体・医療保険者等との
情報連携も開始
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⇒年金の資格取得･確認、給付を受ける際に利用。

○児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務
○母子及び寡婦福祉法による資金の貸付け、母子家庭自立支援給付金の支給に関する事務
○障害者総合支援法による自立支援給付の支給に関する事務
○特別児童扶養手当法による特別児童扶養手当等の支給に関する事務
○生活保護法による保護の決定、実施に関する事務
○介護保険法による保険給付の支給、保険料の徴収に関する事務
○健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律による
保険給付の支給、保険料の徴収に関する事務

○独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与に関する事務
○公営住宅法による公営住宅、改良住宅の管理に関する事務 等

○国民年金法、厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する事務
○国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法による年金
である給付の支給に関する事務

○確定給付企業年金法、確定拠出年金法による給付の支給に関する事務
○独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金事業の給付の支給に関する事務 等

○雇用保険法による失業等給付の支給、雇用安定事業、能力開発事業の実施に関する事務
○労働者災害補償保険法による保険給付の支給、社会復帰促進等事業の実施に関する事務 等

⇒医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続、福祉分野の給付、生活保護の実施等
低所得者対策の事務等に利用。

⇒雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際に利用。ハローワーク等の事務等に利用。

別表第一（第９条関係）

年
金
分
野

労
働
分
野

福
祉
・
医
療
・
そ
の
他
分
野

社
会
保
障
分
野

税分野 ⇒国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載。当局の内部事務等に利用。

災害対策
分野

⇒被災者生活再建支援金の支給に関する事務等に利用。
⇒被災者台帳の作成に関する事務に利用。

上記の他、社会保障、地方税、防災に関する事務その他これらに類する事務であって地方公共団体が条例で定める事務に利用。

個人番号の利用範囲

具体的な事務は
番号法別表に基づく主
務省令※で規定

※ 行政手続における特定の
個人を識別するための番号
の利用等に関する法律別表
第一の主務省令で定める事
務を定める命令（平成26年
内閣府・総務省令第5号）
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地方公共団体の準備
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１．番号制度の導入に向けて

社会保障・税番号制度の導入により、地方公共団体において生活保護、児童手当、介

護保険といった社会保障分野の事務に個人番号を利用することとなります。

これにより、同一の住民の方の情報を適切に管理することができようになるとともに、各

種給付事務などに必要な、他の機関の保有する情報を、オンラインで共有することが可

能になります。

地方公共団体における番号制度の導入準備については、当省の他、

内閣官房、総務省から各種資料が提供されていますので、これら

資料を確認の上、平成２８年１月の番号利用開始及び

平成２９年７月の情報連携開始に向け、着実な準備を進めて

いただきますよう、よろしくお願いします。
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２．地方公共団体の社会保障関係事務における番号利用の概要

行政機関は、番号法別表第1に規定する事務を処理するため、個人番号を利用した対象者情報の

管理を行うことが可能。

行政機関は、個人番号が記載された申請書、届出書等の提出を受け、提出者その他必要な者（世

帯員、児童等が想定される。）の個人番号を取得。

このため、申請書、届出書等の記載事項、様式に個人番号・法人番号の追加を行う厚生労働省令

の改正を実施予定。 （H27.2現在、デジタルPMOで改正内容を掲載中）

一方、通知書等には、個人情報保護の観点から、原則個人番号の追加は行わないことが考え

られる。

※ 制度導入の際に既に保有している対象者情報については、情報提供ネットワークシステムを通じた情報連携が
必要となる者等と個人番号との紐付け（初期突合）を実施。

番号利用：行政機関における個人番号を利用した対象者情報の管理（番号法別表第１関連）

（参考）
番号法第９条第１項
別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者（法令の規定により同表の下欄に掲げる事

務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。第三項において同じ。）は、同表の下欄に掲げる事務の処理に関
して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当
該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。 9



情報連携：情報提供ネットワークシステムを通じた情報連携の実施・添付書類の省略（番号法別表第２関連）

情報照会機関は、番号法別表第２に規定する情報照会機関の事務を処理するため、対象者の同

表に規定する情報（所得情報、住民票世帯情報等）を、情報提供ネットワークシステムを通じて情

報提供機関に照会。

※ 情報照会機関は、対象者の個人番号に対応する符号、情報項目、情報提供機関の名称等を指定して送信。

情報提供機関は、上記の情報照会機関からの照会を受け、対象者の番号法別表第２に規定する

情報を、情報提供ネットワークシステムを通じて情報照会機関に提供。

上記の情報提供が実施された場合においては、対象者の当該情報に係る添付書類が提出された取

扱いとなり、当該書類の添付省略が可能となる。

（参考）
番号法第19条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。
七 別表第二の第一欄に掲げる者（法令の規定により同表の第二欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、そ
の者を含む。以下「情報照会者」という。）が、政令で定めるところにより、同表の第三欄に掲げる者（法令の規定により同表の第四欄に掲げる特定個人
情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報提供者」という。）に対し、
同表の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報（情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録され
たものに限る。）の提供を求めた場合において、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供するとき。

番号法第22条2項 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の法令の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を
含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。 10



本人

申請

給付

各種書類

○ 番号制度導入後は、ＡとＢの間で情報をやりとりすることで、添付書類の省
略や給付の適正化が図られる。

申請

給付

本人

○ 社会保障の手続では、所得証明書などの
添付書類をＡから求められた場合、本人はＢ
から取得した上で申請している。

○ ＡとＢとの間で併給を禁止している場合など
は、本人の申告に基づき給付の調整をしている。

申請書

① 住民票・所得証明書等の添付省略
② 異なる制度間における給付調整の確実性の向上
③ 情報提供等記録開示システム（マイポータル）を活用したお知らせ情報の表示

個人番号

お知らせ
情報の表示

自己情報
表示

マイポータル

添付書類の省
略により、国民
利便性が向上
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関係機関Ａ

関係機関Ｂ

現状 今後

関係機関Ａ

関係機関Ｂ

個人番号を利用した
情報連携

情報連携によ
り、添付書類
の発行事務が

効率化

情報連携により、
給付の適正化が
図られる。

お知らせ情
報の表示に
より通知事
務が効率化

行政からの各
種お知らせ、自
分の情報等を
入手できる。

３．社会保障分野における番号利用による効果



保護の決定実施に必要な調査

現状 今後

本人 本人

申請

【制度の概要】
保護の決定実施のため、以下のような調査を実施。
・預貯金、保険、不動産等の資産調査
・年金等の社会保障給付、就労収入等の調査

申請書 申請書

市町村Ｂ

市町村Ｂ

市町村Ａ

申請

市町村Ａ

保護の決定実施に関する
各種情報
・地方税関係情報
・年金給付関係情報
・児童手当関係情報 等

保護の決定実施に関する
各種情報
・地方税関係情報
・年金給付関係情報
・児童手当関係情報 等

※生活保護申請件数 約28万件（平成24年度被保護者調査）。

関係機関調査に
要する件数
約28万人（※）

年金事務所

ハローワーク

労働基準監督署 年金事務所

ハローワーク

労働基準監督署

・関係機関調査に要する
時間が縮減。
・認定までの期間の短縮。

情報連携

【番号制度導入後の効果】
必要に応じて情報提供ネットワークシステムを通じて、保護の決
定実施に関する情報を他市町村等に照会。
当該情報等に基づき保護の決定実施。

※平成27年2月時点での想定であり、番号制度の具体
的な制度設計を踏まえ、今後変更がありうる。
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